
市町村子ども・子育て支援事業計画（５か年計画）

需要の調査・把握(現在の利用状況＋利用希望）

計画的な整備

子ども・子育て支援事業計画の概要①子ども・子育て支援事業計画の概要①

子ども・子育て家庭の状況及び需要

子どものための教育・保育給付

認定こども園、幼稚園、保育所 ＝ 施設型給付の対象※
＊私立保育所については、委託費を支弁

小規模保育事業者
家庭的保育事業者
居宅訪問型保育事業者
事業所内保育事業者

地域型保育給付
の対象※

※ 施設型給付・地域型保育給付の対象は、認可や認定を受けた施設・事業者の中から、市町村の確認を受けたもの

（子ども・子育ての利用希望）
学校教育＋子育て支援

満３歳以上の子どもを持つ、
保育を利用せず

家庭で子育てを行う家庭
（子ども・子育ての利用希望）
学校教育＋保育＋放課後児童クラブ

＋子育て支援

満３歳以上の子どもを持つ、
保育を利用する家庭

（子ども・子育ての利用希望）
保育＋子育て支援

満３歳未満の子どもを持つ、
保育を利用する家庭

（子ども・子育ての利用希望）
子育て支援

満３歳未満の子どもを持つ、
保育を利用せず

家庭で子育てを行う家庭

＝

地域子ども・子育て支援事業
・地域子育て支援拠点事業
・一時預かり

・乳児家庭全戸訪問事業等

・延長保育事業
・病児・病後児保育

事業

放課後
児童クラブ

（施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応）

※対象事業の範囲は法定

○市町村子ども・子育て支援事業計画は、５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・
地域の子育て支援についての需給計画。（新制度の実施主体として、全市町村で作成。）

幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援について、
「量の見込み」（現在の利用状況＋利用希望）、「確保方策」（確保の内容＋実施時期）を記載。

資料４



子ども・子育て支援事業計画の概要②子ども・子育て支援事業計画の概要②

○市町村子ども・子育て支援事業計画には、基本的記載事項として、幼児期の学校教育・保育・
地域の子育て支援について、市町村が定める区域ごとに、５年間の計画期間における「量の
見込み」「確保の内容」「実施時期」を記載。

○あわせて、任意的記載事項として、都道府県が行う専門的な知識・技能を要する社会的養護等
に係る支援との連携やワーク・ライフ・バランスに係る施策との連携等についても記載。

【市町村子ども・子育て支援事業計画記載事項】(子ども・子育て支援法第６１条第２項・第３項）

＜必須記載事項＞
○ 区域の設定 (第２項第１号）
○ 各年度における幼児期の学校教育・保育の量の見込み、実施しようとする幼児期の

学校教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 (第２項第１号）
○ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の

提供体制の確保の内容及びその実施時期 (第２項第２号）
○ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関する体制の確保

の内容 (第２項第３号）

＜任意記載事項＞
○ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保

(第３項第１号）
○ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携

(第３項第２号）
○ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備

に関する施策との連携 (第３項第３号）



子ども・子育て支援事業計画の概要③子ども・子育て支援事業計画の概要③

○区域設定

○幼児期の学校教育・保育
＜量の見込み＞ ＜確保の内容・実施時期＞

○地域子ども・子育て支援事業

○ 認定こども園の普及、幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援の推進方策に係る事項
○ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保
○ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携

○ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携

○教育のみ＜１号＞
○保育の必要性あり（３－５歳） ＜２号＞
○保育の必要性あり（０－２歳） ＜３号＞

○施設(認定こども園、幼稚園)で確保
○施設（認定こども園、保育所）で確保
○施設（認定こども園、保育所）、地域型保育事業で確保

不足が
ある場合
は整備

利用者支援、地域子育て支援拠点事業、一時
預かり事業、乳児家庭全戸訪問事業、ファミリー
サポートセンター事業、延長保育事業、病児保
育事業、放課後児童健全育成事業等（１３事業）

○市町村子ども・子育て支援事業計画のポイント －「量の見込み」、「確保の内容」・「実施時期」
＜量の見込み＞
・幼児期の学校教育・保育・地域子ども・子育て支援事業について、「現在の利用状況＋利用希望」を踏まえて
記載（参酌標準）。

→住民の利用希望の把握が前提。(子ども・子育て支援法第61条第4項)

＜確保の内容・実施時期＞
・幼児期の学校教育・保育について、施設(認定こども園、幼稚園、保育所)、地域型保育事業による確保の状況を記載。

・量の見込みとの差がある場合には、施設・地域型保育事業の整備が必要。
(例) 平成２７年度に地域型保育事業（５０人分）を整備、平成２８年度に施設（１００人分）を整備

・地域子ども・子育て支援事業についても同様に、確保の状況を記載。また量の見込みとの差がある場合には、
事業の整備が必要。

量の見込み
確保の内容、
実施時期

不足が
ある場合
は整備

(○年度に○人分）

※上記のほか、人口減少地域などでは、上記以外の事業による確保も可能。
例)「保育の必要性あり（３－５歳）＜２号＞」 →地域型保育事業で確保



子ども・子育て支援事業計画の策定にあたっては、上位計画である総合計画はもちろんのこと、現行計画であ

る「岡崎市児童育成支援行動計画」の内容を踏まえつつ、新しい計画に掲載すべき内容を検討します。

岡崎市児童育成支援行動計画（後期計画）

１ 地域における子育て支援

２ 母性及び乳幼児などの健康
の確保及び増進

３ 子どもの心身の健やかな成
長に資する教育環境の整備

４ 子育てを支援する生活環境
の整備

５ 職業生活と家庭生活との両
立の推進

（１）総合的な子育て支援の充実

（２）子育てに関する相談体制・情報提供の充実と

意識啓発の推進

（３）保育サービスの充実

（４）児童の健全育成に向けた地域活動の充実

（５）子育て家庭の経済的負担の軽減

（１）次代の親の育成

（２）子どもの健やかな体づくり

（３）子どもの人間性・社会性を育む事業の推進

（４）芸術・文化・歴史とのふれあい

（５）自然体験の推進

（６）生きる力を育む教育の充実

（７）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

（１）子どもの居場所づくり

（２）良質な住宅・居住環境の確保
（３）安心して外出できる環境の整備

（１）仕事と生活の調和の実現
（２）仕事と子育ての両立のための基盤整備

【基本目標】

６ 子どもの安全の確保
（１）子どもの交通安全の確保

（２）子どもを犯罪などの被害から守るための環境

づくり

（３）いじめや不登校などの児童・生徒への対策の

充実

７ 要保護児童への対応などき
め細かな取り組みの推進

（１）児童虐待防止対策の充実

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進

（３）障がい児施策の充実

【基本目標４・６】と関連

・岡崎市住宅マスタープラン

・都市計画マスタープラン ・岡崎市防犯活動行動計画

＜必須記載事項＞

◎教育・保育提供区域の設定

◎各年度における幼児期の学校教育・保育の量の見込み、提供体制の確保の内容、実施時期

◎地域子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容、実施時期

◎幼児期の学校教育・保育の一体的提供、当該学校教育・保育の推進に関する体制の確保の内容

＜任意記載事項＞

○産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保

○子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携

・児童虐待防止対策の充実

・母子家庭及び父子家庭の自立支援の推進

・障害児など特別な支援が必要な子どもの施策の充実

○労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関

する施策との連携

・仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し

・仕事と子育ての両立のための基盤整備

【基本目標５】と関連

・ウィズプランおかざき 21

【基本目標２】と関連
・健康おかざき 21計画（健やか親子）

・岡崎市食育推進計画

岡崎市における関連計画

【基本目標３】と関連
・健康おかざき２１計画 ・岡崎市食育推進計画
・21世紀教育ビジョン推進基本計画
・岡崎市子ども読書活動推進計画

【基本目標７】と関連

・岡崎市地域福祉計画

・岡崎市障がい者基本計画

国が示している「市町村子ども子育て支援事業計画」の記載事項

後期行動計画の体系と今回計画策定に向けた視点

（１）子どもや母親の健康の確保

（２）「食育」の推進

（３）思春期保健対策の充実

（４）小児医療の充実
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